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１．はじめに 

当センターに依頼される分析のうち、異物

に関連するものが最も多くなっています。こ

の場合の異物とは食品に存在してはいけない

ものになりますが、原材料由来のほか、製造、

流通などのすべての工程で混入の可能性があ

ります。その異物を分析し、異物が何かを明

らかにすること（原因究明）は製品の品質管

理をする（再発防止）において非常に重要で

す。 

異物の検査方法は主なものとして３つあり

ます。デジタルマイクロスコープ等による観

察と写真撮影、走査型電子顕微鏡―エネルギ

ー分散型Ｘ線分析装置（SEM-EDS）、赤外

部分光分析装置（ IR）です。これらを単独

で、あるいは組合せて異物検査を行います。 

 

２．異物検査 

（１）外観観察、光学顕微鏡による観察 

食品の異物検査では、はじめに試料の外観

を目視またはデジタルマイクロスコープ等の

光学顕微鏡で観察します。生物（植物片や昆

虫など）や構造に特徴があるものは観察だけ

で判断できる場合があります。異物の形状、

大きさ、色調などから生物か人工物か、また、

有機物か無機物かを判定します。一部の微生

物（細菌、かび、酵母など）も判定できます。 

（手数料: 7,700円～/1測定 写真撮影１枚）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ デジタルマイクロスコープ  

 

（２）走査型電子顕微鏡―エネルギー分散型

Ｘ線分析装置（SEM-EDS） 

本装置は試料が金属、石、ガラス、結晶な

どの無機物と考えられるものに用いられます。

異物に含まれる元素とその比率を明らかにで

きること、さらに電子顕微鏡による異物表面

の観察ができます。  

（手数料：元素分析11,600円／１測定 

電子顕微鏡 18,000円～/１測定 

（写真撮影１枚）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 走査型電子顕微鏡－エネルギー

分散型X線分析装置（SEM-EDS） 

 

（３）赤外部分光分析装置（IR） 

異物が有機物（プラスチック、塗料、合成

樹脂、など）と思われる時は、赤外部分光分

析装置（ IR）を用いて、異物を構成する有

機物の化学構造を解析し、スペクトルのチャ

ートをデーターベースと比較して物質を推定

します。 

（手数料 11,600円／１測定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 赤外部分光分析装置  

 

そのほか、異物によっては、定性試験（カ

タラーゼ反応試験、ヨウ素デンプン反応試験、

ニンヒドリン反応試験など）を行います。ま

た、異物の生物種や種の由来を調べる時には、

DNA解析を行います。 

当センターでは、本稿で紹介した研究業務

のほか、微生物試験や栄養成分分析など様々

な依頼試験を行っております。また企業から

の依頼による受託研究にも対応していますの

で、お気軽にお問合せください。  

 
 

食品異物の検査方法について  
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